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退
職
者
医
療
制
度
と
は
、
長
年
会
社
な
ど

に
勤
め
て
退
職
し
、
年
金
受
給
権
者
に
な
っ

た
方
と
そ
の
被
扶
養
者
の
方
が
受
け
ら
れ
る

制
度
で
す
。

退
職
被
保
険
者
本
人
お
よ
び
被
扶
養
者
の

方
が
医
療
機
関
で
診
療
を
受
け
た
時
の
医
療

費
は
、
窓
口
負
担
と
加
入
者
の
皆
さ
ん
が
納

め
た
保
険
税
と
他
の
健
康
保
険
（
現
役
時
に

加
入
し
て
い
た
健
康
保
険
）
か
ら
の
拠
出
金

に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

拠
出
金
に
よ
っ
て
間
接
的
に
国
民
健
康
保

険
（
国
保
）
加
入
者
の
皆
さ
ん
の
負
担
が
抑

え
ら
れ
、
国
保
の
適
正
な
財
政
運
営
に
つ
な

が
り
ま
す
。

退
職
被
保
険
者
本
人
お
よ
び
被
扶
養
者
に

当
て
は
ま
る
方
は
、
国
保
の
保
険
証
、
認
め

印
、
年
金
証
書
を
持
っ
て
、
届
け
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。

対
象
　
次
の
す
べ
て
に
当
て
は
ま
る
方

〈
退
職
被
保
険
者
本
人
〉

①
国
保
に
加
入
し
て
い
る
方

②
老
人
保
健
医
療
制
度
の
対
象
で
は
な
い
方

③
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
の
加
入
期
間
が
20

年
以
上
、
ま
た
は
40
歳
以
降
に
10
年
以

上
あ
り
、
年
金
の
受
給
を
受
け
ら
れ
る
方

〈
退
職
者
の
被
扶
養
者
〉

①
老
人
保
健
医
療
制
度
の
対
象
で
は
な
い
方

②
退
職
被
保
険
者
本
人
の
配
偶
者
（
事
実

上
の
婚
姻
関
係
に
あ
る
方
を
含
む
）
ま

た
は
、
３
親
等
以
内
の
親
族
の
方

③
退
職
被
保
険
者
と
同
一
世
帯
の
方

④
退
職
被
保
険
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持

し
、
向
こ
う
１
年
間
の
収
入
(※)
が
１
３

０
万
円
未
満
（
60
歳
以
上
の
方
や
障
害

厚
生
年
金
受
給
要
件
に
当
て
は
ま
る
程

度
の
障
害
を
お
持
ち
の
方
は
１
８
０
万

円
未
満
）
と
見
込
ま
れ
る
方

(※)
公
的
年
金
や
雇
用
保
険
（
失
業
保
険
給
付
）

な
ど
も
含
め
た
収
入
金
額
の
合
計
額
で
、

退
職
金
や
譲
渡
所
得
な
ど
の
一
時
的
な
収

入
は
含
み
ま
せ
ん
。

◇
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
、
退
職
者
医

療
制
度
の
該
当
年
齢
が
変
更
に
な
り
ま
す
。

本
人
該
当
の
方
が
65
歳
に
到
達
す
る
と
、

扶
養
認
定
さ
れ
て
い
る
家
族
の
方
も
含
め
、

退
職
者
医
療
制
度
の
適
用
外
と
な
る
た
め
、

保
険
証
の
有
効
期
限
が
異
な
り
ま
す
。

今
回
の
更
新
以
降
、
退
職
者
医
療
制
度
の

適
用
外
に
な
る
方
に
は
、
有
効
期
限
前
に
改

め
て
保
険
証
を
郵
送
し
ま
す
。
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新
病
院
の
建
設
に
向
け
て

薬
剤
師
会
の
代
表
各
１
人
、
経
済
界
代
表
１

人
、
市
民
代
表
２
人
、
さ
ら
に
は
共
通
委
員

と
し
て
学
識
経
験
者
８
人
程
度
が
選
出
さ

れ
、
年
内
に
第
１
回
目
の
協
議
会
開
催
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

●
市
民
説
明
会
を
開
催

11
月
10
日
・
18
日
・
19
日
、
中
央
公
民
館

を
は
じ
め
市
内
３
会
場
で
「
新
病
院
建
設
に

向
け
て
の
市
民
説
明
会
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

市
長
、
市
民
病
院
長
、
名
誉
院
長
が
市
民

病
院
の
現
状
と
新
病
院
建
設
に
向
け
て
の
取

り
組
み
、
さ
ら
に
は
掛
川
市
立
総
合
病
院
と

の
統
合
の
必
要
性
な
ど
に
つ
い
て
説
明
し
、

市
民
の
皆
さ
ん
に
理
解
を
求
め
ま
し
た
。

●
準
備
会
発
足

10
月
２
日
、
第
１
回
掛
川
市
・
袋
井
市
新

病
院
建
設
準
備
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

袋
井
市
か
ら
は
原
田
市
長
、
小
早
川
院
長
、

原
野
名
誉
院
長
、
村
田
病
院
事
務
局
長
、
掛

川
市
か
ら
は
戸
塚
市
長
、
五
島
院
長
、
中
山

企
画
総
務
部
長
、
野
ヶ
山
病
院
事
務
局
長
が

参
加
し
て
い
ま
す
。

●
事
務
局
を
設
置

11
月
１
日
に
は
、

袋
井
市
職
員
２
人
・

掛
川
市
職
員
３
人

（
う
ち
１
人
は
兼
務
）

か
ら
な
る
事
務
局
が

掛
川
市
役
所
３
階
に
設
置
さ
れ
、
現
在
、
新

病
院
建
設
に
必
要
な
協
議
を
行
う
「
掛
川

市
・
袋
井
市
新
病
院
建
設
協
議
会
」
の
設
置

に
向
け
て
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

新
病
院
建
設
協
議
会
で
は
、
新
病
院
の

「
将
来
像
」、「
規
模
」、「
建
設
場
所
」、「
建
設

時
期
」
な
ど
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
ま
す
。

協
議
会
委
員
に
は
、
両
市
か
ら
市
長
、
市

議
会
議
長
、
市
議
会
議
員
３
人
、
病
院
長
、

看
護
部
長
、
医
師
会
・
歯
科
医
師
会
お
よ
び
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